
 

 

 

・おきなわ事業者復活支援金(沖縄県) 

対象：以下を満たすもの 

・国が実施する 2021 年 11 月から 2022 年３月までを対象とした事業復活支

援金を受給していること。 

・沖縄県内に住所を有する個人事業者または法人事業者であること。 

・2021 年 11 月から 2022 年３月までの間に発出された営業時間短縮等の要

請に基づく 

第 10 期 沖縄県感染拡大防止対策協力金（うちなーんちゅ応援プロジェクト）

を受給していないこと。 

https://fukkatsu.okinawa/(おきなわ事業者復活支援金 HP) 

 

沖縄県助成金・支援金・助成金 

https://fukkatsu.okinawa/

